
「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を

定める条例」の制定に伴う基準（案） 

参酌，従うべき，標準，その他の基準 笠間市の対応 
改定案の

条文 

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営

に関する基準 

笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及

び運営に関する基準を定める条例 

 

（基本方針） 

第４条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対

応型訪問介護（以下「指定夜間対応型訪問介護」と

いう。）の事業は，要介護状態となった場合におい

ても，その利用者が可能な限りその居宅において，

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう，夜間において，定期的な巡回又は

随時通報によりその者の居宅を訪問し，排せつの介

護，日常生活上の緊急時の対応その他の夜間におい

て安心してその居宅において生活を送ることがで

きるようにするための援助を行うものでなければ

ならない。 

（基本方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（指定夜間対応型訪問介護） 

第５条 前条に規定する援助を行うため，指定夜間対

応型訪問介護において 

は，定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応

型訪問介護（以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。），あらかじめ利用者の心身の状況，

その置かれている環境等を把握した上で，随時，利

用者からの通報を受け，通報内容等を基に訪問介護

員等（指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者をいう。以下この章において同じ。）の訪問の

要否等を判断するサービス（以下「オペレーション

センターサービス」という。）及びオペレーション

センター（オペレーションセンターサービスを行う

ための次条第１項第１号に規定するオペレーショ

ンセンター従業者を置いている事務所をいう。以下

同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対

応型訪問介護（以下「随時訪問サービス」という。）

を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは，通常の事業の実施地

域内に１ヶ所以上設置しなければならない。ただ 

（指定夜間対応型訪問介護） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



し，定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者

から通報を受けることにより適切にオペレーショ

ンセンターサービスを実施することが可能である

と認められる場合は，オペレーションセンターを設

置しないことができる。 

  

（訪問介護員等の員数） 

第６条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以

下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応型訪問

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種

及び員数は，次のとおりとする。ただし，前条第２

項ただし書の規定に基づきオペレーションセンタ

ーを設置しない場合においては，オペレーションセ

ンター従業者を置かないことができる。 

(1) オペレーションセンター従業者 オペレータ

ー（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を

通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務

に当たる従業者をいう。以下この章において同

じ。）として１以上及び利用者の面接その他の業

務を行う者として１以上確保されるために必要

な数以上とする。ただし，利用者の処遇に支障が

ない場合は，オペレーターは，当該夜間対応型訪

問介護事業所の定期巡回サービス，同一敷地内の

指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以

外の者からの通報を受け付ける業務に従事する

ことができる。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定

期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は，

交通事情，訪問頻度等を勘案し，利用者に適切

に定期巡回サービスを提供するために必要な数

以上とする。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時

訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は，指定

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて

専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護

員等が１以上確保されるために必要な数以上と

する。ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，

当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サー

ビス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所

（訪問介護員等の員数） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他の厚

生労働大臣が定める者をもって充てなければなら

ない。 

ただし，利用者の処遇に支障がない場合であっ

て，指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を

通じて，これらの者との連携を確保しているとき

は，３年以上サービス提供責任者の業務に従事し

た経験を有する者をもって充てることができる。 

（管理者） 

第７条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間

対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

他の職務又は同一敷地内の他の事業所，施設等（当

該指定夜間対応型訪問介護事業者が，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて

受け，かつ，当該同一敷地内の他の事業所，施設等

と一体的に運営している場合に限る。）の職務に従

事することができるものとし，日中のオペレーショ

ンセンターサービスを実施する場合であって，指定

訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第５条第

１項 に規定する指定訪問介護事業者をいう。）の指

定を併せて受けて，一体的に運営するときは，指定

訪問介護事業所の職務に従事することができるも

のとする。 

（管理者） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（設備及び備品等） 

第８条 指定夜間対応型訪問介護事業所には，事業の

運営を行うために必要な広さを有する専用の区画

を設けるほか，指定夜間対応型訪問介護の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者が円滑

に通報し，迅速な対応を受けることができるよう，

オペレーションセンターごとに，次に掲げる機器等

を備え，必要に応じてオペレーターに当該機器等を

携帯させなければならない。ただし，第１号に掲げ

る機器等については，指定夜間対応型訪問介護事業

者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積す 

（設備及び備品等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

 



るための体制を確保している場合であって，オペレ

ーターが当該情報を常時閲覧できるときは，これを

備えないことができる。 

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積すること

ができる機器等 

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることが

できる通信機器等 

３ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者が援助

を必要とする状態となったときに適切にオペレー

ションセンターに通報できるよう，利用者に対し，

通信のための端末機器を配布しなければならない。

ただし，利用者が適切にオペレーションセンター

に随時の通報を行うことができる場合は，この限り

でない。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定夜間対応型訪問介護の事業と指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては，第３条の６に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

第９条 指定夜間対応型訪問介護は，定期巡回サービ

スについては，利用者の 

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，そ

の目標を設定し，計画的に行われるとともに，オペ

レーションセンターサービス及び随時訪問サービ

スについては，利用者からの随時の通報に適切に対

応して行われるものとし，利用者が夜間において安

心してその居宅において生活を送ることができる

ものでなければならない 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，自らその提供

する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い，常

にその改善を図らなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第１０条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜

間対応型訪問介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては，夜間

対応型訪問介護計画に基づき，利用者が安心して

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



その居宅において生活を送るのに必要な援助を

行うものとする。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレ

ーションセンター従業者は，利用者の面接及び１

月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪 

問を行い，随時利用者の心身の状況，その置かれ

ている環境等の的確な把握に努め，利用者又はそ

の家族に対し，適切な相談及び助言を行うものと

する。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては，夜間

対応型訪問介護計画に基づき，利用者からの随時

の連絡に迅速に対応し，必要な援助を行うものと

する。 

 (4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって 

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はそ

の家族に対し，サービスの提供方法等について，

理解しやすいように説明を行うものとする。 

 (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって 

は，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は，利用者からの

連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し，必要が

あると認めるときは，利用者が利用する指定訪問

看護ステーション（指定居宅サービス等基準第６

０条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステ

ーションをいう。）への連絡を行う等の適切な措

置を講ずるものとする。 

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用

者から合鍵を預かる場合には，その管理を厳重に

行うとともに，管理方法，紛失した場合の対処方

法その他必要な事項を記載した文書を利用者に

交付するものとする。 

（夜間対応型訪問介護計画の作成） 

第１１条 オペレーションセンター従業者（オペレー

ションセンターを設置しない場合にあっては，訪問

介護員等。以下この章において同じ。）は，利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，定期巡

回サービス及び随時訪問サービスの目標，当該目標

を達成するための具体的な定期巡回サービス及び 

随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型 

訪問介護計画を作成しなければならない。 

（夜間対応型訪問介護計画の作成） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



２ 夜間対応型訪問介護計画は，既に居宅サービス計

画が作成されている場合は，当該居宅サービス計画

の内容に沿って作成しなければならない。 

３ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪

問介護計画の作成に当たっては，その内容について

利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意

を得なければならない。 

４ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪

問介護計画を作成した際には，当該夜間対応型訪問

介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪

問介護計画の作成後，当該夜間対応型訪問介護計画

の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該夜間対

応型訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する

夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。

  

（緊急時等の対応） 

第１２条 訪問介護員等は，現に指定夜間対応型訪問

介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（緊急時等の対応） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（管理者等の責務） 

第１３条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者 

は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及

び業務の管理を，一元的に行わなければならない。

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は，当該

指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの章 

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うも 

のとする。 

３ オペレーションセンター従業者は，指定夜間対応

型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介

護の利用の申込みに係る調整，訪問介護員等に対す

る技術指導等のサービスの内容の管理を行うもの

とする。 

（管理者等の責務） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（運営規程） 

第１４条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜

間対応型訪問介護事業所ごとに，次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下この章

において「運営規程」という。）を定めておかなけ

（運営規程） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



ればならない。 

 (1) 事業の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

 (3) 営業日及び営業時間 

 (4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料そ

の他の費用の額 

 (5) 通常の事業の実施地域 

 (6) 緊急時等における対応方法 

 (7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

 (8) その他運営に関する重要事項 

  

（勤務体制の確保等） 

第１５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者

に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供でき

るよう，指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに，夜

間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応

型訪問介護事業所ごとに，当該指定夜間対応型訪問

介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サー

ビス及び随時訪問サービスを提供しなければなら

ない。 

ただし，随時訪問サービスについては，他の指定

訪問介護事業所との連携を図ることにより当該指

定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期

待することができる場合であって，利用者の処遇に

支障がないときは，当該他の指定訪問介護事業所の

訪問介護員等に行わせることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，指定夜間対応型訪問介

護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の指定を併せて受け，かつ，指定夜間対応型

訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運

営されている場合（第３条の３０第２項ただし書の

規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業

者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務を行うことにつき市町村長に認められ

ている場合に限る。）であって，利用者の処遇に支

障がないときは，市町村長が地域の実情を勘案し適

切と認める範囲内において，定期巡回サービス又は

随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介

護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従

（勤務体制の確保等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



業者に行わせることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，訪問介護員等

の資質の向上のために，その研修の機会を確保しな

ければならない。 

（地域との連携等） 

第１６条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，その事

業の運営に当たっては，提供した指定夜間対応型訪

問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけ

ればならない。 

（地域との連携等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（記録の整備） 

第１７条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，従業

者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対す

る指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し，その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

 (1) 夜間対応型訪問介護計画 

(2) 次条において準用する第３条の１８第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内容等の 

記録 

(3) 次条において準用する第３条の２６に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第３条の３６第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３条の３８第２項に

規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

（記録の整備） 

介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であるため，記

録を５年間保存とします。 

 

（準用） 

第１８条 第３条の７から第３条の２０まで，第３条

の２５，第３条の２６， 第３条の３１から第３条

の３６まで，第３条の３８及び第３条の３９の規定

は，夜間対応型訪問介護の事業について準用する。

この場合において，第３条の７第１項，第３条の１

７，第３条の３１及び第３条の３２中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間

対応型訪問介護従業者」と，第３条の１２中「計画

作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター

従業者（オペレーションセンターを設置しない場合

（準用） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



にあっては，訪問介護員等）」と，第３条の２５中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「訪問介護員等」と，「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）」とあ

るのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものと

する。 

 


